
更新講習修了確認

免除の認定

延期の認定

免許状が失効した者

　　「教員免許更新制における免許状更新講習の修了確認状況等に関する調査（文部科学省）」より

５９０名 (0.6％)

５，７１９名 (6.0％) ６，３９３名 (7.0％)

４４０名 (0.5％)

７０，８４５名　(77.4％)

失効者数等の推移（第１グループ～第３グループ）

９１，４７５名

※　修了確認がなされなかった者のうち、失効した者（99名）の修了確認期限時点の状況または失効後の勤務状況は以下のとおり。
      ・平成25年4月1日付で普通免許状の授与を受けて勤務･･･････････････29名
      ・普通免許状を必要としない職（管理職、事務職員等）として勤務･･・・・・37名
      ・平成25年3月31日に任期が満了し、教育職員を退職･･････････････・･･33名
　　　その他、調査時点（4月1日）以降に免許状の失効が発覚し、その後の当該教員の勤務状況が不明のため、上記に含まれない者が
　　3名（私立学校の教員）いる。

４９２名 (0.5％)

　９８名 (0.1％)

第１グループ
（修了確認期限が平成23年

3月31日）

９４，４８８名

９３，８９８名 (99.4％)

５５，５７８名　(58.8％)

３２，８００名　(34.7％)

第３グループ
（修了確認期限が平成25年

3月31日）

第２グループ
（修了確認期限が平成24年

3月31日）

９５，９１９名

５，５２０名 (5.8％)

１１７名 (0.1％)

現職教員数

１３，０２６名 (13.6％)

３４１名 (0.4％) ５５８名 (0.6％)

９９名 (0.1％)　※
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修了確認期限経過以前
に辞職し、免許状が失効
しなかった者

修了確認等がなされた者

修了確認がなされなかった者

９５，４７９名 (99.5％) ９０，８００名 (99.3％)

１３，５６２名　(14.8％)
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７６，７３４名  (80.0％)

（別紙６－８）


